
令和８年１月31日現在

【大ホール】 【楽屋・リハーサル室等】
（令和８年3月31日まで） （令和８年3月31日まで）

9:00～12：00 13:00～17：00 17:30～21：30 9:00～17：00 13:00～21：30 9:00～21：30 区　分 9:00～12：00 13:00～17：00 17:30～21：30 9:00～17：00 13:00～21：30 9:00～21：30

土・休日 12,500円 18,300円 24,600円 30,800円 42,900円 55,400円 第１楽屋 850円 1,090円 1,390円 1,940円 2,480円 3,330円

その他の日 10,800円 16,000円 19,400円 26,800円 35,400円 46,200円 第２楽屋 850円 1,090円 1,390円 1,940円 2,480円 3,330円

土・休日 16,500円 25,100円 30,900円 41,600円 56,000円 72,500円 第３楽屋 390円 500円 660円 890円 1,160円 1,550円

その他の日 14,300円 20,600円 25,700円 34,900円 46,300円 60,600円 第４楽屋 390円 500円 660円 890円 1,160円 1,550円

土・休日 21,700円 29,700円 38,400円 51,400円 68,100円 89,800円 シャワー室 340円 340円 340円 680円 680円 1,020円

その他の日 17,100円 25,100円 30,900円 42,200円 56,000円 73,100円

土・休日 25,100円 35,500円 45,200円 60,600円 80,700円 105,800円

その他の日 20,600円 29,700円 37,700円 50,300円 67,400円 88,000円

土・休日 28,600円 41,800円 52,100円 70,400円 93,900円 122,500円

その他の日 24,000円 34,400円 43,500円 58,400円 77,900円 101,900円

（令和８年4月1日から） （令和８年4月1日から）

9:00～12：00 13:00～17：00 17:30～21：30 9:00～17：00 13:00～21：30 9:00～21：30 区　分 9:00～12：00 13:00～17：00 17:30～21：30 9:00～17：00 13:00～21：30 9:00～21：30

土・休日 18,750円 27,450円 36,900円 46,200円 64,350円 83,100円 第１楽屋 1,270円 1,630円 2,080円 2,900円 3,710円 4,980円

その他の日 16,200円 24,000円 29,100円 40,200円 53,100円 69,300円 第２楽屋 1,270円 1,630円 2,080円 2,900円 3,710円 4,980円

土・休日 24,750円 37,650円 46,350円 62,400円 84,000円 108,750円 第３楽屋 580円 750円 990円 1,330円 1,740円 2,320円

その他の日 21,450円 30,900円 38,550円 52,350円 69,450円 90,900円 第４楽屋 580円 750円 990円 1,330円 1,740円 2,320円

土・休日 32,550円 44,550円 57,600円 77,100円 102,150円 134,700円 シャワー室 510円 510円 510円 1,020円 1,020円 1,530円

その他の日 25,650円 37,650円 46,350円 63,300円 84,000円 109,650円

土・休日 37,650円 53,250円 67,800円 90,900円 121,050円 158,700円

その他の日 30,900円 44,550円 56,550円 75,450円 101,100円 132,000円

土・休日 42,900円 62,700円 78,150円 105,600円 140,850円 183,750円

その他の日 36,000円 51,600円 65,250円 87,600円 116,850円 152,850円

◎適用時期

　4　申請・支払い後の返金はできません。

◎減免基準（減免率）の改正

◎市民文化ホール、盛岡劇場、姫神ホールの使用料については、各施設にお問合せください。 都南文化会館・都南公民館 TEL　019-637-6611

1,000円以上3,000円未満の
入場料を徴収する場合

令和8年4月1日から盛岡市の文化会館使用料が変わります

盛岡市では、良好な施設サービスを持続的に提供するため、今年度、料金改定や減免基準の見直しを行いました。その結果、文化会館施設の使用料は、これまでの使用料の約1.5倍となります。
都南文化会館の各施設の使用料は、次のとおりです。

区　分

入場料を徴収しない場合

1,000円未満の
入場料を徴収する場合

　　　減免基準及び減免率についても改正し、令和8年4月1日から適用します。　減免基準の詳細については、窓口にお問合せください。

3,000円以上5,000円未満の
入場料を徴収する場合

5,000円以上の
入場料を徴収する場合

区　分

入場料を徴収しない場合

1,000円未満の
入場料を徴収する場合

1,000円以上3,000円未満の
入場料を徴収する場合

3,000円以上5,000円未満の
入場料を徴収する場合

5,000円以上の
入場料を徴収する場合

　1　改定した料金は、令和８年４月１日から適用します。　　ただし、令和8年3月31日までに許可した場合（使用料納付含む）は、改定前の料金とします。　（電話や来館での予約だけでは改定前の料金とはなりません。）

　２　備品の使用料も見直しする予定です。（現在調整中）　　　備品の使用料の適用については、施設使用料の取扱いと同様とします。

　3　令和８年3月31日までに許可（納付済み）した場合は、利用日以降の精算時（備品ほか追加使用料等）についても改定前の使用料となります。


